
 

 

 

 

 

むかわ町、国有林（胆振東部森林管理署）、道有林（胆振総合振興局森林室）は 

所管を越えた三者が連携をすることで、町内の森林を効率的に整備する取組を進めています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             H29.1 現地検討会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管を超えた森林資源の循環利用の取組み 
むかわ町・国有林（胆振東部森林管理署）・道有林（胆振総合振興局森林室） 

国 有 林 

む か わ 町 
 森林管理署とむかわ町は、共同で森林施業を実施できる可能性をもつ林地を森林共同
施業団地に設定し、国有林材を2,060㎥、町有林材を450㎥を販売することで、受注し
た林業事業体において伐採量のまとまりができたほか、土場の共同利用による作設経費
の削減、伐採作業機械の運搬や除雪をまとめてできることになり、作業コストの低減を

図りました。 
 道 有 林 

む か わ 町 
 森林室では、効率的な施業を推進するために道有林材を販売し、受注した

林業事業体が道有林と民有林を一体的に整備を進めています。また、小径の

木材を利用して付加価値を高めるため、原料となる木材を道有林から販売

し、地域の林業事業体が製品生産し、販路拡大を図っています。 
 平成２９年度は、道有林から一体的な施業を図る木材として約1,700㎥、

小径木の有効利用を図る木材として約1,200㎥を販売しました。 
私有林にあった土場を共同利用するこ

とで、道有林から搬出した材を保管 

直接、道有林につながる道は急傾斜であったことか

ら、町有林を経由することで、傾斜がゆるい箇所から

のアクセスが可能となった。あわせて町有林、私有林

の間伐を実施 

こ 

れ 

ま 

で 

共同で森林施業を実施 



（参考資料）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

三者のさらなる連携へ  む か わ 町 

 道 有 林 

国 有 林 
こ 

れ 

か 

ら 

今後は、むかわ町、国有林（胆振東部森林管理署）、道有林（胆振総合振興局森林

室）による一体的な森林整備を検討するなどして、事業時期を連続させるなど三者

協定を活かした一体的な森林施業による木材生産コストの低減を図るとともに、生

産した地域材の有効利用により資源循環の取組を進めていきます。 
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 むかわ町地域主体の一体的な森林づくり推進協議会  


